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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の中の特定のオブジェクトに関連するオブジェクトを認識する画像認識装置であっ
て、
　前記特定のオブジェクトと前記関連するオブジェクトとに応じて、当該特定のオブジェ
クトと当該関連するオブジェクト及びこれらオブジェクトの間に接続されるオブジェクト
からなるオブジェクト列におけるオブジェクトの順番を示す認識順番を決定する決定手段
と、
　前記認識順番の情報に従って、順次に前記画像からオブジェクトを認識する認識手段と
、
　前記認識手段により今回の認識順番で認識されたオブジェクトについて、前回の認識順
番における抽出されたオブジェクトと接続関係を有するか否かを判定する接続関係判定手
段と、
　前記接続関係判定手段で接続関係を有すると判定されたオブジェクトを抽出されたオブ
ジェクトとして取得する取得手段と、
　前記認識手段、前記接続関係判定手段、前記取得手段を前記認識順番に従って繰り返す
ことにより抽出されたオブジェクトに基づいて、前記特定のオブジェクトと前記関連する
オブジェクトとを対応付ける対応付け手段とを備えることを特徴とする画像認識装置。
【請求項２】
　オブジェクト間の接続関係を示す接続関係情報を保持する保持手段を更に備え、



(2) JP 5247337 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

　前記決定手段は、前記接続関係情報を用いて前記認識順番を決定することを特徴とする
請求項１に記載の画像認識装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、前記接続関係情報を用いて得られる複数の認識順番の候補のうち、認
識処理に関連する評価値に基づいて前記認識手段で使用する認識順番を決定することを特
徴とする請求項２に記載の画像認識装置。
【請求項４】
　前記評価値は、認識順番が示すオブジェクト列に存在するオブジェクトの数であり、
　前記決定手段は、前記評価値が最小となる認識順番を前記認識手段で使用する認識順番
に決定することを特徴とする請求項３に記載の画像認識装置。
【請求項５】
　前記評価値は、認識順番が示すオブジェクト列に存在するオブジェクトの誤認識率の総
和であり、
　前記決定手段は、前記評価値が最小となる認識順番を前記認識手段で使用する認識順番
に決定することを特徴とする請求項３に記載の画像認識装置。
【請求項６】
　画像の中の特定のオブジェクトに関連するオブジェクトを認識する画像認識装置による
画像認識方法であって、
　決定手段が、前記特定のオブジェクトと前記関連するオブジェクトとに応じて、当該特
定のオブジェクトと当該関連するオブジェクト及びこれらオブジェクトの間に接続される
オブジェクトからなるオブジェクト列におけるオブジェクトの順番を示す認識順番を決定
する工程と、
　認識手段が、前記認識順番の情報に従って、順次に前記画像からオブジェクトを認識す
る認識工程と、
　接続関係判定手段が、前記認識工程により今回の認識順番で認識されたオブジェクトに
ついて、前回の認識順番における抽出されたオブジェクトと接続関係を有するか否かを判
定する接続関係判定工程と、
　取得手段が、前記接続関係判定工程で接続関係を有すると判定されたオブジェクトを抽
出されたオブジェクトとして取得する取得工程と、
　対応付け手段が、前記認識工程、前記接続関係判定工程、前記取得工程を前記認識順番
に従って繰り返すことにより抽出されたオブジェクトに基づいて、前記特定のオブジェク
トと前記関連するオブジェクトとを対応付ける対応付け工程とを有することを特徴とする
画像認識方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の画像認識方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラム
。
【請求項８】
　請求項６に記載の画像認識方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプログラム
を格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力画像に含まれる対象物の認識を行う画像認識装置および画像認識方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、入力画像に含まれる複数の対象物を認識し、それらの関連付けを行う画像認
識装置がある。例えば、図１０に示す入力画像から人物Ａの所持しているカバンの認識を
行う例を考える。この例の場合、複数の対象物とは、人物Ａとカバンである。人物Ａとカ
バンの関連付けを行う為に、入力画像から人物Ａの顔とカバンの認識を行う。人物Ａの顔
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とカバンが認識されたならば、その二つの関連を何がしかの方法で調べることで人物Ａの
所持しているカバンを認識することができる。
【０００３】
　検出された２つの対象物の関連付けを行う方法としては、特許文献１や特許文献２によ
り記載された方法がある。特許文献１では、同一画面内で認識された複数の対象物は関連
があるものとして関連付けを行う。特許文献１の実施形態では、顔と名札の認識を行い、
同一画面内に顔と名札が認識されたのであればそれらの間に関連があるものとして関連付
けが行われる。人物Ａの所持しているカバンを認識する例に当てはめると、同一画面内に
人物Ａとカバンが認識されたのであれば、認識されたカバンは人物Ａのカバンとして対応
付けが行われることとなる。また、特許文献２では、認識された複数の対象物の位置関係
から関連付けが行われる。特許文献２の実施形態では顔の認識を行い、認識された顔の上
部に位置するものを髪として認識を行う。人物Ａの所持しているカバンを認識する例に当
てはめると、人物Ａとカバンが認識されたのであれば、人物Ａの顔から比較して下の位置
にあるカバンは人物Ａのカバンとして関連付けを行うこととなる。
【０００４】
　また、上記構成では、入力画像に含まれる対象物の認識を行う画像認識装置が前提とな
っており、そのような画像処理装置は一般に以下の構成を有する。図２２は、斯かる画像
認識装置の構成を示す図であり、画像入力部１、認識対象指定部２、表示部６が画像認識
装置１０に接続されている。また、画像認識装置１０は、対象物認識部３と、パラメータ
選択部４と、認識パラメータ保存部５によって構成されている。
【０００５】
　このように構成された一般的な画像認識装置において、対象物の認識を行う場合の動作
を説明する。
【０００６】
　認識パラメータ保存部５には対象物認識部３の処理に用いる情報が保存されている。こ
の情報は対象物認識部３で用いるアルゴリズムによって異なり、例えば対象物認識部３が
ニューラルネットワークを用いるアルゴリズムで構成されている場合、認識パラメータは
ニューラルネットワークの結合荷重値となる。認識パラメータ選択部４では認識対象物に
より必要な認識パラメータの選択を行い、対象物認識部３に必要なパラメータを渡す。対
象物認識部３では画像入力部１より入力された画像から認識パラメータ選択部４から与え
られたパラメータを用いて対象物の認識を行う。表示部６では対象物認識部の処理結果、
認識できた対象物の画像中の領域や個数等の表示を行う。
【特許文献１】特開２００６-２０２０４９号公報
【特許文献２】特開２００５-３３９５２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　同一画面内で認識された複数の対象物には関連があるとする特許文献１の方法では、図
１０に示すような入力画像の場合、人物Ｂの所持しているカバンも人物Ａが所持している
カバンとして関連付けられてしまい関連付けを正しく行うことができない。
【０００８】
　また、位置関係によって複数の対象物の関連付けを行う特許文献２の方法では、図１０
に示すような入力画像の場合、手とカバンの位置関係から手の下にあるカバンを関連付け
てしまう。そのため、やはり、人物Ｂの所持しているカバンも人物Ａの所持しているカバ
ンとして関連付けられてしまい関連付けを正しく行うことができない。
【０００９】
　また、上記のような対象物間の関連付けのために行なわれる対象物の認識処理において
、従来の画像認識装置が、認識に失敗する原因には以下の２点が考えられる。
【００１０】
　１点目は認識対象物が画像認識装置にとって未知である場合である。認識パラメータは
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既知の認識対象物の情報のみを用いて生成が行われ、対象物認識部では生成された既知の
認識対象物に関する認識パラメータを用いて認識処理を行う。このことは、未知の認識対
象物に関する情報を対象物認識部が得られないために、未知の認識対象物の認識ができな
いということを表している。この課題を解決するために、既知のありとあらゆる認識対象
物から予め認識パラメータを生成することも考えられるが、現実にはありとあらゆる認識
対象物を用意することが困難な場合がある。例えば、認識対象物の種類が非常に多い場合
や、新種の認識対象物が頻繁に出現する場合である。このような場合に当てはまる例とし
て、カバンが考えられる。世界中には色や形や大きさの異なるありとあらゆるカバンが存
在しており、また、新作のカバンはほぼ毎日のように発売されているためカバンの種類は
日々増える一方である。
【００１１】
　２点目は入力された画像の条件が悪い場合である。画像の条件が悪い場合というのは、
認識対象物が許容される傾きよりも傾いてしまっている場合や、認識対象物の一部が隠れ
てしまっている場合等が考えられる。
【００１２】
　本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、対象物に対してより正しい関連
付けを行うことを可能にすることを目的とする。
　また、本発明の他の目的は、対象物が画像認識装置にとって未知であったり、入力画像
が認識処理にとって条件が悪いような場合であったりしても、より正確に対象物を推定可
能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するための本発明の一態様による画像認識装置は以下の構成を備える
。すなわち、
　画像の中の特定のオブジェクトに関連するオブジェクトを認識する画像認識装置であっ
て、
　前記特定のオブジェクトと前記関連するオブジェクトとに応じて、当該特定のオブジェ
クトと当該関連するオブジェクト及びこれらオブジェクトの間に接続されるオブジェクト
からなるオブジェクト列におけるオブジェクトの順番を示す認識順番を決定する決定手段
と、
　前記認識順番の情報に従って、順次に前記画像からオブジェクトを認識する認識手段と
、
　前記認識手段により今回の認識順番で認識されたオブジェクトについて、前回の認識順
番における抽出されたオブジェクトと接続関係を有するか否かを判定する接続関係判定手
段と、
　前記接続関係判定手段で接続関係を有すると判定されたオブジェクトを抽出されたオブ
ジェクトとして取得する取得手段と、
　前記認識手段、前記接続関係判定手段、前記取得手段を前記認識順番に従って繰り返す
ことにより抽出されたオブジェクトに基づいて、前記特定のオブジェクトと前記関連する
オブジェクトとを対応付ける対応付け手段とを備える。
【００１５】
　更に、上記の目的を達成するための本発明の他の態様による画像認識方法は、
　画像の中の特定のオブジェクトに関連するオブジェクトを認識する画像認識装置による
画像認識方法であって、
　決定手段が、前記特定のオブジェクトと前記関連するオブジェクトとに応じて、当該特
定のオブジェクトと当該関連するオブジェクト及びこれらオブジェクトの間に接続される
オブジェクトからなるオブジェクト列におけるオブジェクトの順番を示す認識順番を決定
する工程と、
　認識手段が、前記認識順番の情報に従って、順次に前記画像からオブジェクトを認識す
る認識工程と、
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　接続関係判定手段が、前記認識工程により今回の認識順番で認識されたオブジェクトに
ついて、前回の認識順番における抽出されたオブジェクトと接続関係を有するか否かを判
定する接続関係判定工程と、
　取得手段が、前記接続関係判定工程で接続関係を有すると判定されたオブジェクトを抽
出されたオブジェクトとして取得する取得工程と、
　対応付け手段が、前記認識工程、前記接続関係判定工程、前記取得工程を前記認識順番
に従って繰り返すことにより抽出されたオブジェクトに基づいて、前記特定のオブジェク
トと前記関連するオブジェクトとを対応付ける対応付け工程とを有する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、複数の対象物の接続関係を用いることにより、対象物に対してより正
しい関連付けを行うことが可能となる。
　また、本発明によれば、画像認識装置にとって未知の認識対象物であっても、或いは、
入力画像の条件が悪い場合であっても、より正確に認識対象物の推定を行うことができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。
【００１９】
　＜第１実施形態＞
　図１は第１実施形態による画像認識装置の構成例を示すブロック図である。
【００２０】
　第１実施形態の画像認識装置１００は接続判定部１０１と、認識部１０２と、認識順番
制御部１０３と、画像入力部１０４と、表示部１０５を有する。画像入力部１０４より認
識処理の対象となる画像が接続判定部１０１及び認識部１０２に入力される。画像入力部
１０４としては、例えばネットワークカメラやデジタルカメラやスキャナなどの画像入力
装置が考えられる。表示部１０５では画像認識装置１００における認識結果の表示を行う
。例えば、認識結果として、認識された領域を表示するのであれば、入力画像中より抽出
された対象物の領域をある所定の色で塗りつぶして表示を行う。
【００２１】
　認識順番制御部１０３は、複数の対象物を関連付けるオブジェクトの認識順番に従って
、認識すべきオブジェクトを選択し、認識部１０２や接続判定部１０１や表示部１０５に
指示する。なお、本明細書において、オブジェクトとは認識部１０２で認識されるものの
ことを指し、対象物とはオブジェクトの中で対応付けを行うもののことを指す。また、複
数の対象物を関連付けるオブジェクトの認識順番とは、複数の対象物間の接続関係をたど
るオブジェクト列のことである。すなわち、認識順番は、ある特定のオブジェクトとこれ
に関連するオブジェクト、及びこれらの間に接続されるオブジェクトの接続の順番を示す
ものである。例えば、顔と手に持っているカバンを関連付けるオブジェクトの認識順番は
顔→首→胴体→腕→カバンとなる。本実施形態では、認識順番が固定の場合について説明
するが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、認識順番は動的に切り替わる
ように構成されてもよい。
【００２２】
　図２Ａの（ａ）において人物Ａの所持しているカバンを認識する例を使って認識順番制
御部１０３の動作を説明する。この例の場合、オブジェクトの認識順番は人物Ａの顔→首
→胴体→腕→カバンとなる。認識順番制御部１０３は、オブジェクトの認識順番に従って
、まず、人物Ａの顔の認識を認識部１０２に指示する。図２Ａの（ｂ）に示すように、人
物Ａの顔が認識されたならば、認識順番制御部１０３は、首の認識を行うよう認識部１０
２に指示する。図２Ｂの（ａ）に示すように、首が認識されたならば、認識順番制御部１
０３は、人物Ａの顔と首との間の接続関係の判定を接続判定部１０１に指示する。図２Ｂ
の（ｂ）に示すように、人物Ａの顔と首の接続関係の判定に成功したならば、認識順番制
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御部１０３は、胴体の認識を行うよう認識部１０２に指示する。
【００２３】
　図２Ｃの（ａ）に示すように、胴体の認識に成功したならば、認識順番制御部１０３は
、首と胴体の接続関係の判定を接続判定部１０１に指示する。図２Ｃの（ｂ）に示すよう
に、腕と胴体の接続関係の判定に成功したならば、認識順番制御部１０３は、腕の認識を
認識部１０２に指示する。図２Ｄの（ａ）に示すように、腕の認識に成功したならば、認
識順番制御部１０３は、胴体と腕の接続関係の判定を接続判定部１０１に指示する。図２
Ｄの（ｂ）に示すように、胴体と腕の接続関係の判定に成功したならば、認識順番制御部
１０３は、カバンの認識を認識部１０２に指示する。
【００２４】
　図２Ｅの（ａ）に示すように、カバンの認識に成功したならば、認識順番制御部１０３
は、腕とカバンの接続関係の判定を接続判定部１０１に指示する。図２Ｅの（ｂ）に示す
ように、腕とカバンの接続関係の判定に成功した場合は、認識順番制御部１０３は、表示
部１０５に認識結果の表示を指示し、処理を終了する。
【００２５】
　以上が、認識順番制御部１０３の動作例である。以上のような認識順番制御部１０３の
動作を一般化して説明すると以下のようになる。認識順番制御部１０３は、まず、オブジ
ェクトの認識順番に従って、オブジェクトの認識順番の中で最初のオブジェクトの認識を
認識部１０２に指示する。オブジェクトの認識順番は、予め設定されたものであってもよ
いし、関連付けを指定された対象物に応じて動的に設定されてもよい（例えば第２実施形
態を参照）。認識部１０２で最初のオブジェクトの認識に成功したならば、続いてオブジ
ェクトの認識順番の中で２番目のオブジェクトの認識を認識部１０２に指示する。また、
２番目のオブジェクトの認識に成功したならば、認識された認識順番１番目のオブジェク
トと認識順番２番目のオブジェクトとの間の接続関係の判定を接続判定部１０１に指示す
る。
【００２６】
　以降、認識順番の中で最後のオブジェクトを認識し、当該最後のオブジェクトと認識順
番内で最後から二番目のオブジェクトとの間の接続関係の判定に成功するまで、オブジェ
クトの選択、認識と判定が繰り返される。オブジェクトの選択はオブジェクトの認識順番
に従って行われる。すなわち、接続判定部１０１は、認識部１０２により今回の認識順番
で認識されたオブジェクトのうちの、前回の認識順番で抽出されたオブジェクトと接続関
係を有するオブジェクトを、今回の認識順番で抽出されたオブジェクトとして取得する。
そして、今回取得されたオブジェクトは次回の抽出に利用される。さらに、認識順番の中
で最後のオブジェクトと認識順番内で最後から二番目のオブジェクトとの間の接続関係の
判定に成功したならば、認識順番制御部１０３は表示部１０５に認識結果の表示を指示す
る。ただし、途中で、認識部１０２の認識処理及び、又は接続判定部１０１の判定処理が
失敗した場合には、認識順番制御部１０３は、表示部１０５に認識及び、又は接続判定処
理に失敗したことを表示するように指示する。
【００２７】
　以上のように、認識部１０２は、画像入力部１０４より入力された画像から認識順番制
御部１０３によって指示されたオブジェクトの認識を行うことにより、認識順番の情報に
従って、順次に画像からオブジェクトを認識していくことになる。オブジェクトの認識に
は様々なアルゴリズムが提案されているが、本発明にはそのようないかなる認識アルゴリ
ズムも適用可能である。また、オブジェクトによって認識アルゴリズムを切り替えるよう
に構成することも可能である。
【００２８】
　例えば、認識部１０２は、認識順番制御部１０３によって指示されたオブジェクトに応
じて認識部１０２内部に保持している認識パラメータを切り替えて認識処理を行う。ここ
で、認識パラメータとは、既知のオブジェクトの特徴量から生成された係数などの情報で
あり、認識部１０２で認識処理を行うために必要な情報のことである。また、特徴量とは
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、あるオブジェクトを弁別するための固有の特徴を数値で表現したものであり、例えば、
エッジ、色等の情報を数値で表現したものが考えられる。通常あるオブジェクトを決定付
けるには複数の特徴量を調べる必要があり、それらの必要な複数の特徴量の集合を特徴ベ
クトルと呼ぶ。この認識パラメータは認識アルゴリズムに応じて様々な形態をとる。例と
して、入力画像からある特徴量を抽出し、既知のオブジェクトの特徴量との類似度に応じ
て認識を行うアルゴリズムを説明する。
【００２９】
　入力画像から抽出されたあるオブジェクトの特徴ベクトルをV0、既知の比較対象オブジ
ェクトの特徴ベクトルをV1とすると、各特徴ベクトルは以下のように表すことができる。
　V0 = { v00, v01, v02, v03 }
　V1 = { v10, v11, v12, v13 }
【００３０】
　各特徴ベクトルの成分vijは前述した各種特徴量を数値で表現したものとなる。例えば
、オブジェクトのエッジ情報を特徴ベクトルとする場合、公知の１階微分処理などを用い
て検出されたエッジの座標などの情報を特徴ベクトルとして用いることができる。２つの
特徴ベクトルV0とV1の類似度Ｄは以下のように表される。
　Ｄ = (Σ(v1j - v0j)2)(1/2)　　　　　…（式１）
【００３１】
　類似度Ｄがある閾値Thrよりも小さい場合、すなわち以下の式を満たす場合、入力画像
から抽出されたオブジェクトと既知の比較対象のオブジェクトが一致していると判定され
る。
　Ｄ ≦ Thr
【００３２】
　すなわち、抽出されたオブジェクトが既知の比較対象のオブジェクトであると認識でき
たことになる。このアルゴリズムの場合、認識パラメータは既知の比較対象オブジェクト
の特徴ベクトルV1となる。この特徴ベクトルV1は既知のオブジェクト（認識対象物や認識
対象周辺物）の数だけ存在している。従って、認識部１０２は、例えば、図３に示すよう
に、大分類の「カバン」に対して小分類として様々な「カバン」の特徴ベクトルをそれぞ
れV1、V2というように保持している。例えば、カバンには図９の（ａ）～（ｃ）に示され
るように様々な種類があり、小分類にはこれら種類毎に特徴ベクトルが格納される。この
ように、大分類に対して小分類の既知の特徴ベクトルが複数個存在している場合には、そ
れら全てと入力画像から抽出された特徴ベクトルV0との比較を行い、類似度が最も小さか
ったオブジェクトを対象物と認識することもできる。
【００３３】
　認識部１０２による認識処理の結果は認識順番制御部１０３に送られる。認識順番制御
部１０３に返される情報としては、認識されたオブジェクトの個数や認識されたオブジェ
クトの入力画像中の座標などが考えられる。また、本実施形態では、認識部１０２におい
て、入力画像の全領域に対して認識処理を行い、入力画像に含まれる全てのオブジェクト
の認識を行っている。例えば、図２Ｂの（ａ）では入力画像の全領域に対して認識処理を
行い、入力画像に含まれる全ての首の認識を行っているがこれに限られるものではない。
例えば、既に認識されている人物Ａの顔の位置を元に、認識処理を行う領域を人物Ａの顔
領域の下部に絞って首の認識処理を行うようにしてもよい。
【００３４】
　接続判定部１０１は、認識順番制御部１０３によって指示された２つのオブジェクト間
の接続関係を判定する。接続関係の判定には様々なアルゴリズムが提案されており、本発
明にはいかなる接続関係の判定アルゴリズムをも用いることが可能である。また、オブジ
ェクトによって接続関係の判定アルゴリズムを切り替えるようにすることも可能である。
以下、接続関係の判定の例として、２つのオブジェクトのエッジ情報を使った接続関係判
定について説明する。
【００３５】
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　接続判定部１０１は、まず、認識順番制御部１０３から２つのオブジェクトの入力画像
における座標情報を受け取り、受け取った座標に含まれる２つのオブジェクトそれぞれに
ついてエッジ情報の抽出を行う。エッジ情報の抽出は認識部１０２で説明した通り、公知
の１階微分処理などの処理によって実現できる。それぞれのオブジェクトでエッジ情報が
抽出できたならば、２つのオブジェクトから抽出されたエッジの共通部分を調べる。例え
ばエッジ抽出の結果、エッジの座標が抽出されたならば、２つのオブジェクトのエッジの
座標を比較し、連続して一致している座標の数を数える。連続して一致している座標の数
がある閾値以上だったならば認識された２つのオブジェクトには接続関係があると判断す
ることができる。接続判定部１０１による接続関係の判定結果は認識順番制御部１０３に
送られる。
【００３６】
　複数の対象物を関連付ける際には、接続関係も見ることが重要となる。例えば、図２Ａ
の（ａ）のような画像が入力画像として与えられ、人物Ａの持っているカバンを認識する
例を考える。入力画像中には人物Ａと人物Ｂの２人の人物が写っており、それぞれが右手
にカバンを所持している。位置関係から、手の下にあるカバンは関連があると判断を行う
とすると、図１０に示すように、人物Ｂの所持しているカバンも人物Ａの所持しているカ
バンであると誤った対応付けが行われてしまう。本実施形態によれば、そのような誤検出
が防止される。
【００３７】
　図４は本実施形態による画像認識処理の一例を示すフローチャートである。このフロー
チャートによって本実施形態による画像認識方法を説明する。
【００３８】
　まず、ステップＳ４０１において、画像入力部１０４は、認識処理を行う対象の画像を
入力する。続いて、ステップＳ４０２において、認識順番制御部１０３は、複数の対象物
を関連付けるオブジェクトの認識順番に従って、認識すべきオブジェクトの選択を行う。
以下、ステップＳ４０３～Ｓ４０７により、認識順番に従って選択されたオブジェクトに
ついて認識と接続判定処理が行われる。
【００３９】
　認識順番制御部１０３は、オブジェクトの認識順番に従って、オブジェクトの認識順番
の中で最初のオブジェクトを選択し、認識部１０２に当該オブジェクトの認識を指示する
（ステップＳ４０４）。最初のオブジェクトでは接続関係を判定する対象物が存在しない
。そこで、認識順番制御部１０３は、認識部１０２が選択された最初のオブジェクトの認
識に成功すると、オブジェクトの認識順番の中で２番目のオブジェクトを選択し、認識部
１０２に当該オブジェクトの認識を指示する（ステップＳ４０２）。以上の処理は認識順
番における先頭のオブジェクトに関する処理であり、接続判定をすべきオブジェクトが存
在しないため２番目以降のオブジェクトの処理とは異なっている。なお、先頭のオブジェ
クトに対する処理についてフローチャートでは記載を省略している。
【００４０】
　次に、認識部１０２が選択された２番目のオブジェクトの認識に成功すると、認識順番
制御部１０３は、接続判定部１０１に、認識順番が１番目のオブジェクトと認識順番が２
番目のオブジェクトとの間の接続関係の判定を行わせる。この処理は、ステップＳ４０５
、Ｓ４０６である。接続判定部１０１における接続判定が成功すると、認識順番制御部１
０３は、次の順番のオブジェクトについて上記処理を繰り返す（Ｓ４０７，Ｓ４０２）。
以下、認識順番の中で最後のオブジェクトを認識し、認識順番の中で最後のオブジェクト
と認識順番内で最後から二番目のオブジェクトとの間の接続関係の判定に成功するまで、
上記処理が繰り返される（ステップＳ４０３）。以上の処理により、オブジェクトの認識
順番に従って、オブジェクトの選択、認識、接続判定の処理が繰り返し行われることにな
る。
【００４１】
　認識順番制御部１０３で、次のオブジェクトが選択できなかった場合、すなわち複数の
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対象物を結びつけるオブジェクトの認識順番の最後まで認識処理が完了した場合は、処理
はステップＳ４０３からステップＳ４０８へ進む。
【００４２】
　また、上述した繰返し処理において、ステップＳ４０４では、上述のように、選択され
たオブジェクトの認識を認識部１０２が行う。認識部１０２の動作も上記で説明したとお
りである。認識部１０２の処理結果、認識に成功したならば、処理はステップＳ４０５か
らステップＳ４０６に進み、失敗したならばステップＳ４０８に進む。
【００４３】
　ステップＳ４０６においては、接続判定部１０１が、選択されたオブジェクトとその１
つ前に選択されたオブジェクトとの間の接続関係の判定を行う。接続判定部１０１の動作
も、上記で説明したとおりである。そして、接続判定部１０１により接続関係の判定に成
功したならば、処理はステップＳ４０２に戻り、失敗したならばステップＳ４０８に進む
。
【００４４】
　ステップＳ４０８では、表示部１０５が認識結果の表示を行う。表示部１０５の動作は
上記で説明したとおりである。例えば、表示部１０５は、入力画像中より抽出された対象
物の領域をある所定の色で塗りつぶして表示することにより、認識された対象物の領域を
明示する。例えば、人物とこれに対応するカバンとを明示する。なお、ステップＳ４０５
、Ｓ４０７からステップＳ４０８に処理が進んだ場合は、それぞれの処理において失敗し
た旨等が表示部１０５に表示される。
【００４５】
　＜第２実施形態＞
　図５は第２実施形態による画像認識装置の構成例を示すブロック図である。第１実施形
態で示した画像認識装置の例（図１）に対して、認識条件入力部１０８と、認識順番生成
部１０６と、接続関係保存部１０７が追加されている。
【００４６】
　認識条件入力部１０８は、関連付けを行いたい複数の対象物の入力を行う。例えば、人
物Ａの所持しているカバンを認識したいのであれば、認識条件入力部１０８より対象物と
して人物Ａの顔とカバンを入力する。入力はユーザが所望の対象物を指示することにより
なされる。
【００４７】
　接続関係保存部１０７には様々なオブジェクト間の接続関係を示す接続関係情報が保存
されている。例えば、図６に示すように、カバンと腕、腕と胴体、胴体と首、首と顔など
といった接続関係のある２つのオブジェクトを表すテーブルが接続関係情報として保存さ
れている。
【００４８】
　認識順番生成部１０６では、接続関係保存部１０７の接続関係情報と、認識条件入力部
１０８の情報から、認識順番制御部１０３で使われるオブジェクトの認識順番の生成を行
う。認識順番生成部１０６でオブジェクトの認識順番を生成することで、接続関係が既知
であるあらゆるオブジェクト間の関連付けを行うことが可能となり、汎用的な認識が実現
できる。
【００４９】
　以下、認識順番生成部１０６の動作について説明する。まず、接続関係保存部１０７に
保存されているオブジェクト間の接続関係を示す情報（図６）から図７に示すようなオブ
ジェクト間の接続関係を表すグラフを作成する。そして、生成されたグラフをたどること
により認識順番を生成する。すなわち、認識条件入力部１０８によって設定された複数の
対象物の内の一方の対象物を始点とし、もう一方の対象物を終点とし、始点から終点にた
どり着くまで上記生成されたグラフをたどることで、オブジェクトの認識順番が生成され
る。ただし、接続関係には対称性があるために、どちらのオブジェクトが始点になっても
終点になってもオブジェクトの認識順番の生成には影響しない。また、オブジェクトの認
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識順番の生成には、この他にも様々なアルゴリズムが考えられるが、本発明は認識順番の
いかなる生成アルゴリズムも適用が可能である。
【００５０】
　接続関係情報に基づいて生成された認識順番を生成すると、複数の認識順番の候補が得
られる。従って、複数の認識順番の候補から認識処理に利用する認識順番を決定する必要
がある。ここでは、例として、認識処理に関する特定の評価値を最小化するオブジェクト
の認識順番を生成（選択）する方法を説明する。ある評価値を最小化するオブジェクトの
認識順番を生成することで、精度よく、高速に認識を行うことができる。使用する評価値
の例としては、認識しなければならないオブジェクトの総数や、各オブジェクトの誤認識
率の総和等が考えられる。目的に応じて最小化すべき評価値を選択することができる。例
えば、なるべく高速に認識を行いたいのであれば、認識しなければならないオブジェクト
の総数を最小化するようなオブジェクトの認識順番を生成することで実現できる。また、
なるべく精度よく認識を行いたいのであれば各オブジェクトの誤認識率の総和を最小化す
るようなオブジェクトの認識順番を生成することで実現できる。評価値を最小化するオブ
ジェクトの認識順番を生成する方法としては、ダイクストラ法などの既知の最短経路問題
を解くアルゴリズムを使うことで実現できる。図７に示したグラフにおいて、人物Ａの顔
とカバンの関連付けを行う際に誤認識率の総和を最小化するオブジェクトの認識順番を生
成すると、頭→首→胴体→腕→カバンの順番となる。また、順番は始点と終点を逆転させ
、カバン→腕→胴体→首→頭の順番としても構わない。
【００５１】
　図８は第２実施形態による画像認識処理を示すフローチャートである。
【００５２】
　第１実施形態で示したフローチャートの例に対して、ステップＳ４０９の認識条件入力
の処理と、ステップＳ４１０の認識順番生成の処理が追加されている。
【００５３】
　ステップＳ４０９において、認識条件入力部１０８は、ユーザからの、関連付けを行う
べき複数の対象物の入力を行う。認識条件入力部１０８の動作は、画像認識装置１００の
構成の説明において説明したとおりである。
【００５４】
　続いてステップＳ４１０において、認識順番生成部１０６は、接続関係保存部１０７の
情報（図６）と、認識条件入力部１０８で入力された対象物の情報から、認識順番制御部
１０３で使われるオブジェクトの認識順番を生成する。認識順番生成部１０６の動作は、
図７等を参照して上述したとおりである。オブジェクトの認識順番を生成することで、既
知の接続関係があるあらゆるオブジェクト間の関連付けを行うことが可能となり、汎用的
な認識が実現できる。
【００５５】
　以降、ステップＳ４０１～Ｓ４０８において、ステップＳ４１０で生成されたオブジェ
クトの認識順番を用いて認識順番制御が行われる。
【００５６】
　以上説明したように、第２実施形態においては、認識順番の生成を複数の対象物の関連
付け処理が始まる前に、その都度行うことによって、予め全ての認識順番を用意しておく
ことが不要となる。また、目的に応じて認識順番を生成する評価値を変更することによっ
て、総処理時間を短縮する認識順番を生成したり、精度を向上させる認識順番を生成した
りすることが可能となり、柔軟な認識処理を提供できる。
　＜第３実施形態＞
　図１１は第３実施形態による画像認識装置１１００におけるシステム構成の一例を示す
ブロック図である。
【００５７】
　図１１において、１１０１は画像入力部、１１０２は認識対象指定部、１１０６は表示
部である。画像入力部１１０１、認識対象指定部１１０２、表示部１１０６は画像認識装
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置１１００に接続されている。画像入力部１１０１は、認識処理を行うべき画像を画像認
識装置１１００に入力する。画像入力部１１０１としては例えばネットワークカメラやデ
ジタルカメラやスキャナなどの画像入力装置が考えられる。ユーザは、認識対象指定部１
１０２より認識を行う対象物の指定を行うことができる。例えば、入力画像の中からカバ
ンを認識したいのであれば認識対象物としてカバンを指定する。表示部１１０６では画像
認識装置１１００の処理結果に応じて、入力画像に含まれる認識された対象物の画像中の
領域や個数等の表示が行われる。
【００５８】
　また、画像認識装置１１００は、対象物・周辺物関連付け部１１１１、対象物・周辺物
関連付け情報保存部１１１２、対象物認識部１１０３、周辺物認識部１１１３、パラメー
タ選択部１１０４を有する。更に、画像認識装置１１００は、認識パラメータ保存部１１
０５、領域推定範囲パラメータ保存部１１１５、領域推定パラメータ保存部１１１７、領
域推定範囲絞込み部１１１４、対象物領域推定部１１１６、対象物・周辺物関連付け情報
更新部１１１８を有する。
【００５９】
　対象物・周辺物関連付け部１１１１は、対象物・周辺物関連付け情報保存部１１１２の
情報を用いて、認識対象指定部１１０２で設定された認識対象物と関連のある認識対象周
辺物の設定を行う。対象物・周辺物関連付け情報保存部１１１２には図１２に示すように
認識対象物とそれと対応する認識対象周辺物との関連付け情報が保存されている。認識対
象周辺物とは認識対象物と何がしかの位置関係や接続関係を持ち、認識対象物の周辺に頻
繁に存在していると考えられるオブジェクトのことをさす。例えば認識対象物がカバンで
あるならば、図１３に示すようなカバンを持つ際に常にカバンと接触している、手や腕や
肩などのオブジェクトを認識対象周辺物とする。認識対象周辺物としては認識対象物より
も認識しやすいもの、すなわち、認識対象物と比較して種類の少ないものや特徴のあまり
変化しないものを選択することが望ましい。例えばカバンの場合、通常、カバンとしては
多種多様な色や形のものが存在しているが、カバンの持ち方そのものはあまり変化しない
ため、カバンを持つ手や腕や肩等はカバンそのものを認識するより認識しやすいと考えら
れるからである。
【００６０】
　対象物・周辺物関連付け情報更新部１１１８では、対象物・周辺物関連付け情報保存部
１１１２に保存されて、認識対象物とそれと対応する認識対象周辺物の関連付け情報に関
して、追加や変更といった編集を行う。例えば、認識対象周辺物がカバンであり、認識対
象周辺物として図１３の（ａ）と（ｂ）に示す手のみが登録されている場合に、カバンを
認識するための認識対象周辺物として新たに図１０の（ｃ）に示す手を新たに追加するこ
とができる。このように、認識対象物とそれと対応する認識対象周辺物の関連付け情報の
追加や変更ができることで、関連付け情報の自由度が増し、様々な認識対象物を認識でき
るようになる。
【００６１】
　パラメータ選択部１１０４では、対象物認識部１１０３、周辺物認識部１１１３、領域
推定範囲絞込み部１１１４、対象物領域推定部１１１６の各処理に必要なパラメータを各
パラメータ保存部（１１０５，１１１５，１１１７）から選択する。各パラメータ保存部
にはある特定の認識対象物や認識対象周辺物に関するパラメータだけではなく、様々なオ
ブジェクトに関するパラメータが保存されている。パラメータ選択部１１０４は対象物・
周辺物関連付け部１１１１によって設定された認識対象物と認識対象周辺物に関連するパ
ラメータを選択し、各処理部に送出する。各パラメータに関する詳細な説明は後述する各
処理部の説明で行う。
【００６２】
　画像入力部１１０１より入力された画像は対象物認識部１１０３および周辺物認識部１
１１３に入力される。対象物認識部１１０３では認識対象物の認識を行い、周辺物認識部
１１１３では認識対象周辺物の認識を行う。認識には様々なアルゴリズムが提案されてい
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るが、本発明は認識アルゴリズムに縛られるものではなく、認識対象物や認識対象周辺物
によってアルゴリズムを切り替えることも可能である。対象物認識部１１０３ではパラメ
ータ選択部１１０４から送出された認識対象物に関する認識パラメータを用いて認識を行
い、周辺物認識部１１１３ではパラメータ選択部１１０４から送出された認識対象周辺物
に関する認識パラメータを用いて認識処理を行う。
【００６３】
　例えば、認識対象物がカバンの場合、図９に示したように様々な種類のカバンが存在し
ており、認識パラメータは既知の様々なカバンを用いて生成される。ここで、認識パラメ
ータとは、既知のオブジェクトの特徴量や既知のオブジェクトの特徴量から生成された係
数などの情報であり、各認識部で認識処理を行うために必要な情報のことである。また、
特徴量とは、あるオブジェクトを弁別するための固有の特徴を数値で表現したものであり
、例えば、エッジ、色等の情報を数値で表現したものが考えられる。通常あるオブジェク
トを決定付けるには複数の特徴量を調べる必要があり、それらの必要な複数の特徴量の集
合を特徴ベクトルと呼ぶ。この認識パラメータは認識アルゴリズムに応じて様々な形態を
とる。例として、２つの認識アルゴリズムにおける認識パラメータについて、以下、説明
する。
【００６４】
　１つ目の例は、入力画像からある特徴量を抽出し、既知の認識対象物や認識対象周辺物
の特徴量との類似度に応じて認識を行うアルゴリズムである。例えば、特徴量を表す特徴
ベクトルを用いて類似度を判定する方法が挙げられるが、このアルゴリズムについては、
第１実施形態において図３を参照して説明したとおりであるので、ここでは説明を省略す
る。
【００６５】
　２つ目の例は、ニューラルネットワークを用いたアルゴリズムである。ニューラルネッ
トワークを用いた場合、学習によって結合荷重値の生成が行われる。ニューラルネットワ
ークを構成する各ニューロンは以下の式にしたがって状態更新を行う。
【００６６】
　 Ui=ΣWij*Xj
　 Xi=tanh(Ui)　　　　　…（式２）
　ここで、Uiはニューロンiの内部状態、Wijはニューロンi、j間の結合荷重値、Xjはニュ
ーロンjの出力を表す。
【００６７】
　また、ニューラルネットワークは以下の式にしたがって結合荷重値の学習を行う。
【００６８】
　 Wij(t+Δt)=Wij(t)+ΔWij
　 ΔWij=-η∂E/∂Wij
　 E=１/２(Σ(Xi-Xdi)2)　　　　…（式３）
　ここで、ηは学習係数、Eは誤差関数、Xdiはニューロンiに対する教師信号を表す。
【００６９】
　例として、
・ニューラルネットワークの入力としてモノクロ変換した入力画像の各ピクセルの画素値
を－１から１に正規化したものを与え、
・認識対象物が含まれるピクセルに相当するニューロンのみが１を出力し、他のニューロ
ンが－１を出力するように学習を行う場合、
を考える。
【００７０】
　この場合、既知の認識対象物や認識対象周辺物が含まれる画像を入力し、それに対して
認識対象物や認識対象周辺物の領域を教師信号としてニューラルネットワークに与える事
によって学習を行うことができる。教師信号Xdiは認識対象物や認識対象周辺物の領域に
含まれるニューロンに対しては１を、それ以外に対しては－１を与える。この学習則にし
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たがって結合荷重値の生成を行い生成された結合荷重値を用いて認識処理を行う。処理の
結果１を出力するニューロンが含まれる領域が認識対象物や認識対象周辺物の領域となる
。このアルゴリズムの場合、認識パラメータは学習の結果得られたニューラルネットワー
クの結合荷重値Wijとなる。このように認識パラメータは、アルゴリズムによって様々な
形態をとる。
【００７１】
　周辺物認識部１１１３により、認識対象周辺物が認識されたならば、領域推定範囲絞込
み部１１１４で後段の領域推定処理を行う範囲の絞込みを行う。この処理を行うことによ
って、対象物領域推定部１１１６における処理範囲を絞り込むことができるので、処理の
高速化を計ることが可能となる。領域推定範囲パラメータ保存部１１１５には図１４に示
すように、領域推定範囲絞込み部１１１４の処理で用いる認識対象物が認識対象周辺物の
およそどの位置にあるかを推定するための情報が保存されている。例えば、周辺物認識部
１１１３が、図１５の（ａ）に示すような入力画像から図１５の（ｂ）に示すような手を
認識したとする。この場合、認識対象物がカバンならば、認識対象周辺物として認識され
た手に対してカバンの存在しそうな領域として、図１４の如き領域推定範囲パラメータか
ら、図１６の（ａ）において破線の四角で示した領域が設定される。
【００７２】
　対象物領域推定部１１１６では周辺物認識部１１１３で認識された認識対象周辺物と認
識対象物との位置や接続などの関係から入力画像中のどの範囲に認識対象物が存在するか
の推定を行う。領域推定は、公知の領域抽出アルゴリズムを用いて領域を抽出し、さらに
認識対象物と認識対象周辺物との位置関係や接続関係を見ることによって実現される。領
域抽出のためのアルゴリズムとしては例えば、以下の参考文献１から４に示すようなアル
ゴリズムが挙げられるが、本発明は領域抽出アルゴリズムの種類に縛られるものではない
。
［参考文献１］　特開平１０-６３８５５号公報
［参考文献２］　M. Kass, A. Witkin, andD.Terzopoulos, “Snakes:Active Contour Mo
dels” Int. J. Computer Vision,pp.321-331, 1988
［参考文献３］　松澤悠樹，阿部亨，“複数の動的輪郭モデルの競合による領域抽出”電
子情報通信学会論文誌(D-II)，Vol.J83-D-II，No.4，pp.1100-1109，2000
［参考文献４］　玉木徹, 山村毅, 大西昇, “対象物体に依存しない領域間の情報に基づ
いた領域併合による物体抽出手法”　映像情報メディア学会誌,Vol.55,No.4, pp.571-582
， 2001
【００７３】
　以下では、例として、色の類似度による領域抽出方法（参考文献１の手法）を用いた対
象物領域推定部１１１６の処理を説明する。
【００７４】
　認識対象物がカバンであり、認識対象周辺物として図１５の（ａ）に示す手が認識され
たとする。このとき、対象物領域推定部１１１６は、まずカバンの持ち手の認識を行う。
すなわち、手のある特定の位置に接続されている紐状オブジェクト（線状オブジェクトと
もいう）の認識を行う。このとき、領域推定パラメータ保存部１１１７に保存されている
パラメータはこの処理のために用いる位置や接続や何を認識すべきかという情報となる。
図２１は領域推定パラメータ保存部１１７に保存されている領域推定パラメータの例を示
す図である。領域推定パラメータ保存部１１７には、認識対象となるオブジェクトとこれ
に関連する周辺のオブジェクトの組み合わせ毎に、認識すべきオブジェクトとその接続関
係を規定した領域推定パラメータが保持される。そして、対象物領域推定部１１１６は、
周辺物認識部１１１３により認識された周辺のオブジェクトに対して、領域推定パラメー
タによって示されるオブジェクトを探索することにより、特定のオブジェクトの領域推定
を行う。また、領域推定範囲パラメータ保存部１１１５は、認識対象となるオブジェクト
とこれに関連する周辺のオブジェクトの組み合わせ毎に、領域推定範囲を規定した領域推
定範囲パラメータを保持する。そして、領域推定範囲絞り込み部１１１４は、オブジェク
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トの探索の範囲を領域推定範囲パラメータによって示される範囲に絞り込む。
【００７５】
　例えば、手のある位置に接続されている紐状オブジェクトの認識は以下のようにして行
われる。まず、手の周辺に存在している紐状オブジェクトの認識を行う。認識には対象物
認識部１１０３や周辺物認識部１１１３で用いたものと同様のアルゴリズムを用いること
ができる。前述したように認識すべき対象によってアルゴリズムを切り替えることも可能
である。また、本発明は認識アルゴリズムに縛られるものではない。
【００７６】
　紐状オブジェクトが認識されたら、紐状オブジェクトの一端が手のある位置と接続して
いるものの抽出を行う。接続関係は紐状オブジェクトと手のエッジの抽出を行い、両方の
オブジェクトのエッジで共通している部分があるかどうかで判断することができる。手の
ある位置に接続している紐状オブジェクトが抽出されたら紐状オブジェクトの色情報を抽
出する。さらに抽出された色情報を元に、似た色の領域を抽出する。似た色の領域が抽出
されたならば、さらに認識された紐状オブジェクトに接続されていて、かつ似た色の領域
を抽出する。接続関係は前述したように両オブジェクトのエッジに共通部分があるかどう
かで判断することができる。
【００７７】
　以上の処理によって抽出された領域が、カバンの領域と推定される（図１７の（ａ））
。この対象物領域推定処理においては、位置関係だけでなく接続関係も見ることが、非常
に重要となる。例えば、図１７の（ｂ）に示した画像が入力画像として与えられ、位置関
係のみで領域の抽出を行う場合を考える。ここで、領域抽出パラメータとして、「手の下
の領域に存在している茶色のオブジェクトがカバンである」が与えられたとする。この場
合、図１５の（ａ）の入力画像におけるカバンの領域は正しく抽出できるが、図１７の（
ｂ）の入力画像では、手と接していない木の幹もカバンの領域として抽出されてしまう恐
れがある。
【００７８】
　表示部１１０６では対象物認識部１１０３または対象物領域推定部１１１６の処理結果
として認識された対象物の領域や数などの表示を行う。例えば領域の表示であれば、対象
物認識部１１０３または対象物領域推定部１１１６の処理により抽出された入力画像中の
認識対象物の領域をある所定の色で塗りつぶして表示を行う。また、個数を表示する場合
には、画像中の抽出された認識対象物の個数をカウントし、その結果を表示する。
【００７９】
　図１８は第３実施形態による認識対象物抽出処理を説明するフローチャートである。以
下、図１８のフローチャートを参照して本実施形態のシステム構成の動作説明を行う。
【００８０】
　まず、ステップＳ１８０１において、認識対象指定部１１０２は、画像の中から認識す
るべき認識対象物の指定を受け付け、設定する。ユーザは、例えば、画像の中からカバン
を認識したいのであれば、認識対象物としてカバンを指定し、認識対象指定部１１０２は
その指定を受け付ける。認識対象指定部１１０２は、そのためのユーザインターフェース
を提示する。
【００８１】
　次に、ステップＳ１８０２において、対象物・周辺物関連付け部１１１１は、対象物・
周辺物関連付け情報保存部１１１２を参照して、認識対象指定部１１０２で設定された認
識対象物に対して関連のある認識対象周辺物を設定する。例えば、認識対象物としてカバ
ンが指定されたのであれば、認識対象周辺物としては手、腕、肩などが設定される。
【００８２】
　次に、ステップＳ１８０３において、パラメータ選択部１１０４は、設定された認識対
象物、認識対象周辺物にしたがって、各処理部に必要なパラメータを選択する。パラメー
タ選択部１１０４は、対象物認識部１１０３に対して認識対象物に関する認識パラメータ
を認識パラメータ保存部１１０５より選択する。例えば、認識対象物がカバンであるなら
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ば、パラメータ選択部１１０４は、対象物認識部１１０３に対してカバンに関する認識パ
ラメータを選択する。また、パラメータ選択部１１０４は、周辺物認識部１１１３に、ス
テップＳ１８０２で設定された認識対象周辺物に関する認識パラメータを認識パラメータ
保存部１１０５より選択する。例えば、認識対象物がカバンであるならば、パラメータ選
択部１１０４は、カバンと関連のある認識対象周辺物として手や腕や肩に関する認識パラ
メータを周辺物認識部１１１３に対して選択することになる。更に、パラメータ選択部１
１０４は、領域推定範囲パラメータ保存部１１１５を参照して、認識対象物と認識対象周
辺物に関連する領域推定範囲パラメータを領域推定範囲絞り込み部１１１４に対して選択
する。例えば、認識対象物がカバンであり、認識対象周辺物が手であるならば、パラメー
タ選択部１１０４は、ある特定の手に対してカバンの存在しそうな領域を表す、領域推定
範囲パラメータを領域推定範囲絞込み部１１１４に対して選択する。更に、パラメータ選
択部１１０４は、領域推定パラメータ保存部１１１７を参照して、対象物領域推定部１１
１６には認識対象物と認識対象周辺物に関する領域推定パラメータが選択される。例えば
、認識対象物がカバンであり、認識対象周辺物が手であるならば、ある特定の手に対して
カバンの接続関係や位置関係を表す領域推定パラメータが選択される。
【００８３】
　次に、ステップＳ１８０４において、画像入力部１１０１は画像認識を行うべき画像を
入力する。本例では、入力画像として、図１５の（ａ）に示す画像が入力されたものとす
る。
【００８４】
　次に、ステップＳ１８０５において、対象物認識部１１０３は、認識対象物の認識を行
い、ステップＳ１８０６において、周辺物認識部１１１３は、認識対象周辺物の認識を行
う。認識対象物と認識対象周辺物の認識は同時に行われてもよいし、時系列的に行われて
もよい。認識対象物と認識対象周辺物の認識を時系列的に行う場合は、例えば対象物認識
に失敗した場合にのみ認識対象周辺物の認識が行されるようにしてもよい。各認識処理は
アルゴリズムによって異なるが、例として、画像から抽出された特徴量と既知のオブジェ
クトに関する特徴量との類似度を用いたアルゴリズムによる処理フローについて説明を行
う。
【００８５】
　図１９は、対象物認識部１１０３及び周辺物認識部１１１３（以下、これらを総称して
認識部という）による認識処理の一例を示すフローチャートである。まず、ステップＳ１
９０１において、認識部は、入力された画像から特徴量を抽出する。抽出する特徴量とし
てはエッジや色などが考えられる。続いて、ステップＳ１９０２において、認識部は、抽
出された特徴量と既知のオブジェクトに関する特徴量との類似度を計算する。類似度は認
識部の説明に記載されている式（例えば（式１））にしたがって計算することができる。
次に、計算された類似度Ｄと閾値Thrとの比較を行う。ある閾値Thrよりも計算された類似
度Ｄの方が小さければ入力画像中には比較を行った既知のオブジェクトが存在していると
認識される。
【００８６】
　ステップＳ１８０７において、周辺物認識部１１１３が認識対象周辺物を認識した場合
には、領域推定範囲絞込み部１１１４が、次のステップ１８０８の処理である認識対象物
の領域推定処理を行う範囲を絞り込む。図１５の（ｂ）に認識された認識対象周辺物の例
を示す。図１５の（ｂ）に示したようなカバンを持つ手が認識対象周辺物として認識され
た場合には、図１６の（ａ）に示す破線で囲んだ四角の領域にカバンが存在している可能
性が高いという情報が領域推定範囲パラメータ保存部１１１５に予め格納されている（図
１４）。従って、領域推定範囲絞り込み部１１１４は、領域推定範囲パラメータ保存部１
１１５を参照して、この領域を領域推定処理を行う範囲として設定する。
【００８７】
　次に、ステップＳ１８０８において、ステップＳ１８０７における領域推定範囲絞込み
により絞り込まれた範囲に対して、対象物領域推定部１１１６が認識対象物の領域推定を
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行う。この対象物領域推定には様々なアルゴリズムが考えられる。例として色を用いた対
象物領域抽出処理について説明を行う。なお、図２１のパラメータには色に関する情報は
示されていないが、色を用いてオブジェクト領域を推定する場合には、パラメータに色が
含まれることは当業者には明らかである。
【００８８】
　対象物領域推定処理（ステップＳ１８０８）のフローチャートを図２０に示す。以下、
認識対象物がカバンであり、認識対象周辺物が手である場合を例として、対象物領域推定
処理を説明する。
【００８９】
　まず、認識対象周辺物と接続関係のある既知のオブジェクトを認識する（ステップＳ２
００１）。本例では、例えば、カバンの取っ手の認識を行う。カバンの取っ手の認識には
、周辺物認識処理（ステップＳ１８０６）で認識された手に対して取っ手の接続されてい
る可能性の高い位置に接続されている紐状オブジェクトの認識を行う。認識には対象物認
識部１１０３や周辺物認識部１１１３と同じアルゴリズムを用いることができる。図１６
の（ｂ）に紐状オブジェクトの認識例を示す。紐状オブジェクトが認識されたら認識され
た紐状オブジェクトの色を抽出する（ステップＳ２００２）。次に、対象物領域推定範囲
内で抽出された紐状オブジェクトと同じ色の領域の抽出を行う（ステップＳ２００３）。
次に、抽出された紐状オブジェクトと同じ色の領域の中で紐状オブジェクトと接続してい
る領域の抽出を行う(ステップＳ２００４）。抽出された領域が、カバンの領域と推定さ
れる。この推定結果の例を図１７の（ａ）に示す。
【００９０】
　次に、ステップＳ１８０９において、対象物認識部１１０３及び／または対象物領域推
定部１１１６は、それぞれの処理結果、認識された認識対象物の領域や個数などを表示部
１１０６に表示する。例えば、図１７の（ａ）のように認識対象物が推定された場合、領
域の表示であれば図１７の（ａ）に示したように認識対象物の領域がある特定の色で表示
され、個数の表示であれば１個と表示される。
【００９１】
　＜第４実施形態＞
　第３実施形態において、入力される画像は静止画像でなく動画像でもよい。動画像を入
力した場合は、対象物領域推定部１１１６で参考文献５にある動画像からの領域抽出方法
を用いることができる。このアルゴリズムでは同じ動きベクトルのオブジェクトを抽出し
背景と対象物の切り分けを行う。認識対象周辺物から認識対象物の推定を行う際には認識
対象周辺物と同じ動きベクトルでかつ、認識対象周辺物に接続されているオブジェクトを
認識対象物の範囲と推定することができる。なお、動画像からの領域抽出アルゴリズムは
他にも様々なものが考案されているが、本発明は領域抽出アルゴリズムに縛られるもので
はなく、他のアルゴリズムを用いて領域抽出を行うことも可能である。また、動画像から
の対象物領域推定処理に関しても静止画像の場合と同様に接続関係を見ることによって誤
認識を防ぐことができると考えられる。
［参考文献５］　特開２００１-１０９８９１号公報
【００９２】
　＜第５実施形態＞
　第３実施形態において複数の認識対象周辺物が認識された場合には、認識された全ての
認識対象周辺物に対して、認識対象物の領域推定処理を行う。
【００９３】
　＜第６実施形態＞
　第３実施形態において対象物認識部１１０３と周辺物認識部１１１３を共通の認識部を
用いて構成することも可能である。このような構成にすることでリソースの節約を図るこ
とができる。この場合、認識対象物を認識するか、認識対象周辺物を認識するのかは認識
パラメータを変更することで実現できる。具体的には、認識対象物を認識する際には認識
対象物に関する認識パラメータを用いて処理を行い、認識対象周辺物を認識する際には認
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識対象周辺物に関する認識パラメータを用いて認識を行う。
【００９４】
　＜第７実施形態＞
　第３及び第５及び第６実施形態において、対象物認識部１１０３の処理結果、認識対象
物が認識された場合、認識できた認識対象物の領域を除いて周辺物認識部１１１３の処理
を行うようにしてもよい。また、逆に、対象物領域推定部１１１６により認識対象物の領
域が推定された場合に、認識対象物の領域を除いて対象物認識部１１０３の処理を行うよ
うにしてもよい。これにより処理領域を削減でき処理時間の短縮を図ることができる。
【００９５】
　以上、実施形態を詳述したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラム
もしくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数の機器
から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適用して
も良い。
【００９６】
　また、本発明は、ソフトウェアのプログラムをシステム或いは装置に直接或いは遠隔か
ら供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータが該供給されたプログラムコードを読
み出して実行することによって前述した実施形態の機能が達成される場合を含む。この場
合、供給されるプログラムは実施形態で図に示したフローチャートに対応したコンピュー
タプログラムである。
【００９７】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００９８】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【００９９】
　コンピュータプログラムを供給するためのコンピュータ読み取り可能な記憶媒体として
は以下が挙げられる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などである。
【０１００】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のコンピュータプ
ログラムをハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることが挙げられる。この場合
、ダウンロードされるプログラムは、圧縮され自動インストール機能を含むファイルであ
ってもよい。また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに
分割し、それぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても
実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラム
ファイルを複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれる
ものである。
【０１０１】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布するという形態をとることもできる。この場合、所定の条件をクリアしたユーザに、
インターネットを介してホームページから暗号を解く鍵情報をダウンロードさせ、その鍵
情報を使用して暗号化されたプログラムを実行し、プログラムをコンピュータにインスト
ールさせるようにもできる。
【０１０２】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される他、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼動して
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際の処理の一部または全部を行ない、その処理によって前述した実施形態の機能が実現さ
れる。
【０１０３】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれて前述
の実施形態の機能の一部或いは全てが実現されてもよい。この場合、機能拡張ボードや機
能拡張ユニットにプログラムが書き込まれた後、そのプログラムの指示に基づき、その機
能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行
なう。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】第１実施形態による画像認識装置の構成例を示すブロック図である。
【図２Ａ】（ａ）は第１実施形態の入力画像の例を示す図、（ｂ）は第１実施形態の人物
Ａの認識結果を示す図である。
【図２Ｂ】（ａ）は、第１実施形態による首の認識結果の例を示す図、（ｂ）は第１実施
形態による人物Ａの顔と首の接続関係判定結果の例を示す図である。
【図２Ｃ】（ａ）は、第１実施形態による胴体の認識結果の例を示す図、（ｂ）は第１実
施形態による首と胴体の接続関係判定結果の例を示す図である。
【図２Ｄ】（ａ）は、第１実施形態による腕の認識結果の例を示す図、（ｂ）は第１実施
形態による胴体と腕の接続関係判定結果の例を示す図である。
【図２Ｅ】（ａ）は、第１実施形態によるカバンの認識結果の例を示す図、（ｂ）は第１
実施形態による腕とカバンの接続関係判定結果の例を示す図である。
【図３】第１実施形態における認識パラメータの例を示す図である。
【図４】第１実施形態による画像認識処理を説明するフローチャートである。
【図５】第１実施形態による画像認識装置の構成例を示すブロック図である。
【図６】第２実施形態における、接続関係パラメータの例を示す図である。
【図７】第２実施形態における、接続関係グラフの例を示す図である。
【図８】第２実施形態による画像認識処理を示すフローチャートである。
【図９】実施形態による対象物の例としてのカバンを示す図である。
【図１０】従来技術に関わる画像認識処理による誤認識例を説明する図である。
【図１１】第３実施形態による画像認識装置の構成例を示すブロック図である。
【図１２】第３実施形態における、対象物・周辺物関連付けを示す図である。
【図１３】第３実施形態において、カバンを認識対象物とした場合の、認識対象周辺物の
例を示す図である。
【図１４】第３実施形態における、領域推定範囲パラメータの例を示す図である。
【図１５】（ａ）は、第３実施形態における入力画像の例を示す図、（ｂ）は、第３実施
形態による周辺物認識処理結果の例を示す図である。
【図１６】（ａ）は、第３実施形態による領域推定範囲絞込み処理結果の例を示す図、（
ｂ）は、第３実施形態による対象物領域推定処理を説明する図である。
【図１７】（ａ）は、第３実施形態による対象物領域推定処理結果の例を示す図、（ｂ）
は、ご認識を招く入力画像の例を示す図である。
【図１８】第３実施形態の画像認識処理を示すフローチャートである。
【図１９】第３実施形態の対象物認識部／周辺物認識の処理を示すフローチャートである
。
【図２０】第３実施形態の対象物領域推定部の処理を示すフローチャートである。
【図２１】第３実施形態における領域推定パラメータの例を示す図である。
【図２２】従来の画像認識装置の構成を示す図である。
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